
（平成２１年９月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認富山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

富山厚生年金 事案 217 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係

る記録を昭和 48 年１月３日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年１月３日から同年６月１日まで 
 

昭和 48 年１月からＡ事業所に勤務したのに、社会保険庁の記録では、厚

生年金保険の資格取得日が同年６月１日になっている。 

昭和 48 年３月、５月及び６月以降の給与明細書があり、その給与明細書

では厚生年金保険料が控除されているので、申立期間についても厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した給与明細書、複数の同僚の証言及び事業主の証言から判

断すると、申立人が申立期間においてＡ事業所に継続して勤務し、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年６月の社会保険事務

所の記録及び給与明細書の支給額から、５万 2,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、社

会保険事務所の記録における申立人の資格取得日が雇用保険の記録における

資格取得日と同日となっており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方

が誤って同じ資格取得日と記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 48



                      

  

年６月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年１月から同年５月までの厚生年金保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



                      

  

富山厚生年金 事案 218 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所

における被保険者記録について、当該期間の資格喪失日（昭和 48 年７月 19

日）及び資格取得日（同年８月６日）に係る記録を取り消し、同年７月の標

準報酬月額を７万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

また、申立人のＡ社Ｃ営業所における資格喪失日は、昭和 48 年９月１日と

認められることから、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 48年７月 19日から同年８月６日まで 

           ② 昭和 48年８月 31日から同年９月１日まで  
 

昭和 44 年６月にＡ社Ｃ営業所に入社し、48 年７月に同社Ｄ支店に転勤

し、51年６月まで同社に継続して勤務した。 

退職もせず継続して勤務し、給与から厚生年金保険料も継続して控除さ

れていたのに、昭和 48 年７月が厚生年金保険の被保険者となっていないの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社から提出された人事記録により、申立期間①及び

②において、申立人は同社に継続して勤務していたこと、及び昭和 48 年７月

18 日に同社Ｃ営業所から同社Ｄ支店（Ｅ営業所）に異動したことが認められ

る。 

一方、Ａ社Ｄ支店が適用事業所になったのは昭和 48 年９月１日であること

が確認できるが、申立人と同時期に同社Ｄ支店に異動した同僚（４人）の記



                      

  

録により、このうち３人は同社Ｄ支店が適用事業所となった同年９月１日に

異動前の事業所で被保険者資格を喪失していることが確認でき、当時、同社

は、同社Ｄ支店が適用事業所となるまでの間、異動前の事業所において被保

険者資格を継続させる取扱いをしていたと推認される。 

申立期間①について、事業主は、「申立人の昭和 48 年７月の厚生年金保険

料は、Ａ社Ｄ支店が給与から控除し、異動前の事業所に付け替えていたと思

われる。」と証言しており、申立人から提出された給与明細書により、同社

Ｄ支店から支給された同年８月の給与から厚生年金保険料が控除されている

ことが確認できることから、申立人は申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額

及び申立期間前後の社会保険事務所の記録から、７万 2,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立期間①に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は納付したと主張しているが、事業主から届出が無いにもかかわらず、

社会保険事務所が人事記録にある発令日（昭和 48 年７月 18 日）の翌日を資

格喪失日と記録し、さらに同年８月６日を資格取得日と記録するとは考え難

いことから、事業主は社会保険事務所の記録どおり届出を行い、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立期間①に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  申立期間②については、社会保険事務所の記録によると、異動先のＡ社Ｄ

支店が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 48 年９月１日であるこ

とが確認できるところ、申立人と同時期に同社Ｄ支店に異動した同僚（４

人）のうち３人は、同社Ｄ支店が適用事業所となった同年９月１日に異動前

の事業所で被保険者資格を喪失していることが確認できることから、当時、

同社では、同社Ｄ支店が適用事業所となるまでの間、異動前の事業所におい

て被保険者資格を継続させる取扱いをしていたものと推認される。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｃ営業所における資格喪失日

は、昭和 48年９月 1日であると認められる。 



                      

  

富山厚生年金 事案 219 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 29 年９月 20 日に、同社Ｄ営業所における

資格取得日に係る記録を 35 年７月 22 日に、同社における資格取得日に係る

記録を 37 年 12 月 21 日に、資格喪失日に係る記録を 38 年４月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額については、29年９月は１万 2,000円、35年７月は

２万 6,000 円、37 年 12 月から 38 年３月までは３万 6,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29年９月 20日から同年 10月１日まで 

② 昭和 35年７月 22日から同年８月 19日まで 

③ 昭和 37年 12月 21日から 38年４月１日まで 
 

昭和 22 年３月、Ｅ学校を卒業した直後にＡ社へ入社した。63 年に退職

するまで、転勤はしたものの、同社で継続して勤務していたにもかかわら

ず、申立期間①、②及び③の期間について、厚生年金保険の被保険者とな

っていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された従業員名票及び雇用保険の記録により、申立人が、申

立期間①、②及び③を含む昭和 22年４月１日から 63年５月 31日までＡ社に

継続して勤務し（29 年９月２日に同社本社から同社Ｃ支店へ、また、35 年７

月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ営業所へ異動、37 年 12 月１日から 38 年３月

31 日までの期間はＦ社へ在籍出向）、申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



                      

  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 29 年 10 月、35 年８月、

37年 11月及び 38年４月の社会保険庁のオンライン記録から、29年９月は１

万 2,000円、35年７月は２万 6,000円、37年 12月から 38年３月までは３万

6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①及び②について、事業主が申立人に係る保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、事業主が申立人に係る厚生年金保険の

被保険者資格の取得日を誤って届け出たと認めていることから、事業主が社

会保険事務所に、申立期間①については昭和 29 年 10 月１日を、申立期間②

については 35 年８月 19 日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る 29 年９月及び 35 年７月の保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

また、申立期間③について、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているものの、資格の取得

及び喪失のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処

理を誤ることは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の

得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 37年 12月から 38年３月の保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

富山厚生年金 事案 220 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 49年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万 6,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年 12月 31日から 49年１月１日まで 
 

昭和 48 年４月から同年 12 月末までＡ社で勤務したのに、厚生年金保険

の資格喪失日が同年 12月 31日になっている。 

昭和 48 年 12 月 31 日に退職したはずであり、給与明細書でも同年 12 月

の厚生年金保険料が控除されているので、申立期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保有している給与明細書により、申立人が昭和 48年 12 月 31日ま

でＡ社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及

び昭和 48 年 11 月の社会保険事務所の記録から、８万 6,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主が資格喪失日を昭和 49 年１月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを 48年 12月 31日と誤って記録することは考え難いことから、

事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人

に係る同年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務



                      

  

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期間

の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 221 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月１日から同年８月 25日まで 
 

昭和 32 年４月から同年８月までＡ社Ｂ工場に臨時工として勤務したのに、

社会保険庁の記録では、この間の厚生年金保険加入記録が全く無いことに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の元同僚の証言により、申立人がＡ社Ｂ工場に勤務していたことは

うかがえるものの、同社Ｂ工場が保管している申立期間当時の社会保険加入

台帳に申立人の名前は無く、同社Ｂ工場では、申立人は厚生年金保険に加入

していなかったと思われるとしている。 

また、Ａ社Ｂ工場の社員名簿によると、昭和 28 年 10 月から申立人の兄が

同社Ｂ工場で臨時工として勤務しているが、その兄は 31 年４月１日に厚生年

金保険に加入していることから、申立期間当時、同社Ｂ工場では、臨時工に

ついては一定期間を経過してから厚生年金保険に加入させる取扱いであった

状況がうかがえる。 

さらに、Ａ社Ｂ工場に約３か月間勤務したとする申立人の元同僚について

も、同社Ｂ工場では厚生年金保険の被保険者となっていない。 

加えて、申立人が厚生年金保険料を給与から控除されていたことを確認で

きる給与明細書や賃金台帳等の資料も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 222 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年４月１日から 34年２月１日まで 
 

昭和 27 年３月にＡ高等学校を卒業後、学校推薦で同年４月にＢ社へ入社

し、現場監督として土木建築工事に従事した。 

その後、現場での仕事が辛くなってきたので、昭和 34 年１月末にＢ社を

退職し、同年２月にＣ社へ再就職した。 

申立期間について、Ｂ社で勤務していたことは間違いないので、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の元事業主及び元同僚（１人）の証言により、申立人が、同社で勤務

していたことはうかがえるものの、申立期間中の昭和 33 年４月時点において

既に同社を退職していたものと推認される。 

また、Ｂ社は、昭和 33 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となってい

ることが確認できる上、同社の元事業主は、「同社が厚生年金保険へ適用さ

れる前の期間については、従業員の給与から厚生年金保険料を控除していな

かった。」と証言しているところ、申立人自身も、申立期間当時、同社から

支払われた給与から厚生年金保険料が控除されていたことを明確には記憶し

ていない。 

さらに、申立人がＢ社での元同僚とする者（３人）についても、申立人と

同様に、同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることを確認でき

ないなど、申立内容を裏付ける周辺事情も見当たらない。 

このほか、申立人の給料から厚生年金保険料が控除されたことを確認でき

る給与明細書、賃金台帳等も無い。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月 26日から同年 10月１日まで 
 

昭和 43 年３月にＡ社（現在は、Ｂ社）へ入社し、当初は、同社Ｃ支店で

Ｄ氏という若い男性ほか２人と一緒に勤務していた。その後、同社Ｅ支店

へ異動し、Ｆ氏という男性と一緒に勤務していた。同社Ｅ支店での同僚と

して、同時期に入社したＧ氏、Ｈ氏（いずれも女性）がいたことも覚えて

いる。 

Ａ社への入社面接の際、社長から前の勤務先での保険料控除額を聞かれ

たことを覚えているので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している元同僚について、Ａ社における厚生年金保険の被保

険者記録が確認できることから、申立人が、同社に勤務していたことはうか

がえるものの、同社には申立人に係る人事記録等が無い上、元同僚（３人）

から聴取しても、申立人の勤務期間及び勤務状況を特定できる証言は得られ

ない。 

また、元同僚（３人）のうち、Ａ社への入社時期を昭和 43 年３月又は同年

４月とする２人の厚生年金保険の記録から、同社が、当時、入社後８か月以

上経過してから厚生年金保険の被保険者資格を取得させていたことが推認で

きる上、申立人が自分と同時期に入社し先に退社したとする元同僚（１人）

には、申立人と同様に、同社における厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きない。 

さらに、申立人は、申立期間における自身の給与から厚生年金保険料が控



                      

  

除されていたことを明確には記憶していないなど、申立内容を裏付ける周辺

事情も見当たらないほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書、賃金台帳等の資料も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


